
第
一
二
章

文

化

財

一
文
化
財
の
概
要

祖
先
の
跡
を
し
の
ぶ
数
多
く
の
貴
重
な
文
化
遺
産
は
、
我
が
国
の
美
し
い
自
然
と

相
ま
っ
て
、
諸
外
国
の
人
々
の
羨
望
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
が
、
時
の
流
れ
に
よ
っ

て
、
文
化
財
に
対
す
る
国
民
の
関
心
に
も
消
長
が
あ
る
。
特
に
明
治
以
降
の
新
思
潮

は
、
古
い
物
を
打
破
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
を
生
み
出
し
、
欧
米
文
化
の
崇
拝
は
、
我

が
国
の
古
い
も
の
は
す
べ
て
否
な
り
と
し
て
、
伝
統
あ
る
文
化
遺
産
を
破
壊
す
る
危

機
を
招
い
た
。

政
府
は
、
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
に
太
政
官
布
告
を
も
っ
て
、
国
民
に
反
省
を
促

し
、
「
古
器
旧
物
保
存
方
」
を
発
布
し
た
。
続
い
て
同
三
〇
年
(
一
八
九
七
)
に
「
古
社

寺
保
存
法
」
を
、
昭
和
四
年
(
一
九
二
九
)
に
は
「
国
宝
保
存
法
」
を
発
布
し
た
。
終

戦
後
の
昭
和
二
五
年
に
は

「
文
化
財
保
存
法
」

を
制
定
し
た
。
愛
媛
県
に
お
い
て
も
、

そ
の
趣
旨
に
従
っ
て

「
愛
媛
県
文
化
財
保
護
条
例
」

を
制
定
し
た
。
久
万
町
に
お
い

て
は
、
昭
和
三
九
年
九
月
一
六
日
に

「
久
万
町
文
化
財
保
護
条
例
及
び
諸
規
則
」

を

つ
く
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
文
化
財
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

○
有
形
文
化
財

建
造
物
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
、
書
籍
、
古
文
書
な
ど
形
の
あ
る
も
の
。

○
無
形
文
化
財

演
劇
、
音
楽
、
工
芸
の
技
術
な
ど
形
の
な
い
も
の
。

第
一
二
章

文

化

財

○
民
俗
資
料

○
史

衣
食
住
、
信
仰
、
年
中
行
事
な
ど
の
風
俗
、
習
慣
や
、
こ
れ
に
用
い
ら
れ
る
衣
服

や
器
具
、
家
な
ど
の
生
活
の
移
り
か
わ
り
を
理
解
す
る
た
め
に
大
切
な
も
の
。

跡

貝
塚
、
古
墳
、
城
跡
な
ど
。

○
名

勝

地

庭
園
、
海
浜
、
山
な
ど
。

○
記

念

物

動
物
、
植
物
、
地
質
鉱
物
な
ど
。

○
埋
蔵
文
化
財

土
中
や
水
底
に
埋
ま
っ
て
い
る
も
の
を
埋
蔵
文
化
財
と
呼
ぶ
。
発
掘
さ
れ
、
遺
跡

と
わ
か
っ
た
と
き
は

「
史
跡
」
と
な
り
、
土
器
や
石
器
な
ど
は

「
有
形
文
化
財
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

現
在
(
平
成
二
年
三
月
三
一
日
)
久
万
町
に
は
、
国
や
県
、
町
が
指
定
し
て
い
る
物

件
が
三
一
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
有
形
文
化
財

一
〇
点

○
無
形
文
化
財

七
点

○
史

跡

二
点

○
名

勝

地

二
点

(
県
指
定

四
、
町
指
定

六
)

(
い
ず
れ
も
町
指
定
の
み
)

(
県
指
定
一
、
町
指
定
一
)

(
国
指
定
一
、
県
指
定
一
)

○
記

念

物

一
〇
点

(
県
指
定

三
、
町
指
定

七
)

二
四
五



第
三
編

民
俗
文
化

二

各
文
化
財

1

有
形
文
化
財

ア

三
島
神
社
拝
殿
(
昭
和
三
七
年
一
一
月
一
日
、
県
指
定

建
物
)

久
万
町
菅
生
宮
ノ
前
に
あ
る
、
大
山
祇
神
ほ
か
の
神
神
を
祀
っ
て
い
る
三
島
神

社
が
あ
る
。

記
録
に
ょ
る
と
光
仁
天
皇
(
第
四
九
代
)
の
宝
亀
四
年
(
七
七
三
)
に
越
智
郡
大
三

島
よ
り
、
大
山
祇
神
社
の
分
霊
を
勧
請
し
、
久
万
山
及
び
太
田
山
(
小
田
郷
)
の
総

氏
神
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
な
っ
て
松
山
藩
主
加
藤
嘉
明
の
重
臣
、
佃
十
戌
が
慶
長
八
年
(
一

六
〇
三
)
に
、
社
殿
を
再
建
し
た
も
の
で
あ
る
。
間
口
九
・
八
四
㍍
、
奥
行
一
一
・
四

三島神社の拝殿

㍍
の
入
母
屋
造
り
で
あ
る
。
貞
享
年
間

(
一
六
八
四
̃
一
六
八
七
)

に
修
理
さ
れ
て

い
る
。
昭
和
三
六
年
九
月
か
ら
翌
年
の
六

月
に
か
け
て
、
大
修
理
が
行
わ
れ
た
。
こ

の
と
き
、
わ
ら
ぶ
き
屋
根
は
銅
板
に
替
わ

り
、
外
部
の
柱
も
ほ
と
ん
ど
取
り
替
え
ら

こ
う
り
ょ
う

ら
ん
凄
)
∴
∴
∴
合
す
ぐ
み

れ
た
。
内
部
の
虹
梁
、
欄
間
、
斗
組
、

暮
股
、
化
粧
種
な
ど
は
そ
の
ま
ま
残

さ
れ
た
。

慶
長
時
代
(
一
五
九
六
̃
一
六
一
四
)

の

構
造
様
式
が
、
そ
の
ま
ま
保
有
さ
れ
て
い

る
。
特
に
斗
株
、
欄
間
な
ど
は
、
桃
山
文

二
四
六

化
(
一
五
九
四
ご
ろ
)
の
高
尚
・
雄
渾
な
面
影
を
今
に
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
鋼
板
葺

き
の
屋
根
の
上
部
に
は

「
折
敷
三
文
字
」

の
家
紋
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

源
平
の
争
乱
の
と
き
、
河
野
通
信
が
第
三
番
目
の
功
績
が
あ
っ
た
と
、
源
頼
朝
に
認

め
ら
れ
、
以
来
河
野
家
の
家
紋
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
三
島
神
社
を
氏
神
と
し
て

尊
崇
し
た
大
野
氏
は
、
河
野
家
の
流
れ
を
く
む
と
こ
ろ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。イ

菅
生
山
大
宝
寺
三
三
燈
台
(
昭
和
三
九
年
三
月
二
六
日
、
県
指
定
、
工
芸
)

こ
の
燈
台
は
、
菅
生
山
大
宝
寺
に
あ
る
高
さ
一
四
〇
升
ン
の
も
の
で
あ
る
。
鉄
製
の

燈
台
で
、
古
く
か
ら
大
宝
寺
に
伝
わ
る
献
燈
の
仏
具
で
あ
る
。

鉄
製
の
中
央
に
立
て
た
棒
を
中
心
に
、
両
側
に
唐
草
模
様
の
曲
線
を
と
り
つ
け
、

こ
れ
に
三
三
個
の
輪
の
皿
受
け
を
取
り
つ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鉄
を
曲
げ
て
巧

み
に
造
形
化
し
た
燈
台
は
珍
し
い
。

こ
の
燈
台
に
は
、
中
央
上
部
の
鉄
製
の
部
分
に
金
文
字
で
銘
札
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
嘉
吉
三
年
(
一
四
四
三
)

に
田
窪
(
現
在
の
温
泉
郡
重
信
町
田
窪
)

の

堀
内
通
光
と
い
う
人
が
、
子
孫
繁
栄
を
祈
願
し
て
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

大宝寺の三十三燈台

か
る
。
ま
た
、
こ
の

燈
台
を
作
っ
た
の
は

与
州
名
越

(
現
在
の

温
泉
郡
川
内
町
)

の

住
人
で
国
永
と
い
う

人
で
あ
る
。

室
町
時
代
の
金
工
、

金
文
、
仏
教
思
想
な



ど
に
関
す
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

ウ

八
幡
神
社
本
殿
・
拝
殿
(
昭
和
四
三
年
三
月
八
日
、
県
指
定
、
建
物
)

八
幡
神
社
は
大
字
直
瀬
の
下
直
瀬
吉
久
に
あ
る
。
本
殿
は
寛
政
二
年
(
一
七
九
〇
)

の
建
築
で
単
層
の
入
母
屋
造
り
で
あ
る
。
屋
根
は
こ
け
ら
葺
き
で
、
軒
は
二
重
の

疎
種
と
な
っ
て
い
る
。
間
口
は
一
・
九
八
㍍
、
奥
行
が
一
・
八
二
㍍
で
、
平
面
に

す
る
と
二
㍍
四
角
に
入
っ
て
し
ま
う
大
き
さ
で
あ
る
。
正
面
と
側
面
に
は
高
欄
の
縁

側
を
と
り
つ
け
て
お
り
、
柱
は
角
材
で
ほ
と
ん
ど
装
飾
が
な
い
。
い
た
っ
て
清
楚
な

感
じ
で
あ
る
。
珍
し
い
こ
と
に
は
上
屋
が
鞘
堂
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
雨
露
に

守
ら
れ
て
い
る
の
で
、
柱
な
ど
に
も
ほ
と
ん
ど
損
傷
が
な
く
、
建
築
当
初
を
し
の
ば

せ
る
。

拝
殿
は
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
)
に
再
建
さ
れ
た
建
物
で
、
単
層
の
入
母
屋
造
り
、

八幡神社の本殿

屋
根
は
本
殿
と
同
じ
軒
二
重
疎
種
で

あ
る
。
昭
和
三
八
年
の
豪
雪
で
か
や

葺
き
の
屋
根
が
壊
れ
た
の
で
カ
ラ
ー

ト
タ
ン
に
し
た
。

間
口
九
・
七
八
㍍
、
奥
行
き
一
〇

・
六
二
㍍
、
外
側
三
方
に
は
縁
が
つ

い
て
お
り
、
束
柱
を
の
は
し
て
高
槻

の
親
柱
が
わ
り
に
し
て
い
る
建
物
で

あ
る
。
こ
う
し
た
建
て
方
は
大
変
珍

し
い
も
の
で
あ
る
。
縁
側
と
内
部
の

境
は
、
高
さ
三
〇
升
ン
あ
ま
り
の
腰
板

で
で
き
て
お
り
、
上
部
は
吹
き
抜
け

八幡神社の拝殿

に
な
っ
て
い
る
。

内
部
は
三
二
㌢
角
の
大
柱
を
四
方

こ
え
ノ
h
ノ
よ
え
ノ

に
建
て
、
二
重
虹
梁
で
そ
れ
ぞ
れ

を
結
び
、
先
に
象
の
木
鼻
が
つ
い
て

い
る
。
ま
た
そ
の
四
本
の
柱
は
、
側

壁
と
外
柱
を
結
ん
で
い
る
。
天
井
は

棒
線
天
井
で
、
禅
宗
の
寺
を
思
わ
せ

る
。

こ
の
お
宮
に
は
建
築
当
時
の
標

札
と
大
工
の
尺
杖
が
残
っ
て
お
り
、

建
築
年
代
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。

工

高
殿
神
社
の
鰐
口

(
昭
和
四
七
年
八
月
二
五
日
、
県
指
定

工
芸
)

西
明
神
の
高
殿
神
社
に
あ
る
鰐
口
は
、
青
銅
製
で
外
径
が
二
七
・
五
井
ン
、
縦
径
二

五
井
ン
、
厚
さ
八
・
五
井
ン
で
あ
る
。

高殿神社の鰐口

第
二
一
章

文

化

財

右
半
分
に

「
大
日

本
国
与
州
浮
穴
郡
久

万
山
東
明
神
三
嶋
大

明
神
鰐
口
也
」
、
左

半
に
は

「
千
時
応
永

廿
三
年
九
月
廿
三
日

願
主
弥
五
郎
正
家

敬
白
」

と
、
た
が
ね

二
四
七
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で
彫
り
こ
ん
で
あ
る
。

記
銘
に
あ
る
三
島
大
明
神
は
、
現
在
明
神
小
学
校
に
な
っ
て
い
る
所
に
あ
っ
た
本

組
の
氏
神
様
で
あ
る
。
明
治
三
四
年
の
神
社
の
統
廃
合
に
よ
っ
て
、
高
殿
神
社
に
合

祀
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
こ
の
鰐
口
も
高
殿
神
社
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
高

殿
神
社
で
は
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
保
存
状
態
が
大
変
よ
ろ
し
く
、
古

さ
か
げ
ん
が
よ
く
わ
か
る
。

調
査
の
段
階
で
記
銘
の
「
大
日
本
国
」
と
い
う
書
き
出
し
と
、
「
年
号
に
干
支
が
使

わ
れ
て
い
な
い
」

こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
調
査
で
、
大
化
の
改
新
以
降

「
日
本
と
か
大
日
本
国
と
か
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
」

こ
と
が
判
っ
た
。
ま
た
、

干
支
の
件
に
つ
い
て
は
、
「
干
支
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
に
せ
物
で
あ
る
と
い
う
決

め
手
に
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
も
判
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
考
古
学
者
に
調
べ

て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
前
奈
良
国
立
博
物
館
の
石
田
茂
作
博
士
に
写
真

を
送
っ
た
。
そ
の
結
果
「
こ
の
鰐
口
は
形
の
上
か
ら
応
永
二
三
年
(
一
四
一
六
)
の
作

と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
鐘
座
の
蓮
華
文
は
地
方
的
な
素
朴
さ
を
も
ち
珍
し
い
」
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
石
田
博
士
の
結
論
か
ら
、
県
と
し
て
も
室
町
時
代
の
作
に
間
違

い
な
し
と
し
、
県
下
で
も
珍
し
い
と
の
折
紙
を
つ
け
た
。
町
は
昭
和
四
七
年
八
月
二

五
日
、
文
化
財
に
指
定
し
保
護
す
る
こ
と
に
し
た
。

オ

三
十
番
神
(
昭
和
三
九
年
一
月
一
五
日

町
指
定

工
芸
)

三
十
番
神
は
菅
生
山
大
宝
寺
の
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た
す
ぐ
れ
た
神
像
で
あ
る
。

三
〇
体
全
部
が
そ
ろ
っ
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。

大
宝
寺
は
明
治
七
年
(
一
八
七
四
)
に
大
火
に
遭
っ
た
が
、
こ
の
三
十
番
神
は
本
堂

か
ら
三
〇
〇
㍍
ほ
ど
離
れ
た
理
覚
坊
(
通
称
下
寺
)
に
祀
ら
れ
て
い
た
た
め
に
難
を
ま

ぬ
か
れ
た
。
そ
の
後
本
堂
に
移
さ
れ
、
欄
間
に
肥
ら
れ
て
い
る
。

三十番神の一部

二
四
八

三
〇
体
の
な
か
に
は
、
両
手
首
か

ら
先
の
な
い
も
の
や
片
方
だ
け
が
手

首
か
ら
先
の
な
い
も
の
な
ど
も
あ

る
。
一
二
体
は
岩
座
の
上
に
乗
っ
て

い
る
。

像
は
寄
せ
木
造
り
で
、
高
さ
は
四

〇
升
ソ
か
ら
五
四
非
ン
ま
で
の
も
の
で
あ

る
。
像
は
護
摩
を
た
い
た
た
め
に
、

油
や
ほ
こ
り
が
し
み
込
ん
で
い
る
。

が
、
彩
色
の
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
鎌
倉
時
代
(
一
一
九
二
̃
一
三
三

三
)

の
彩
色
方
法
を
教
え
て
く
れ
る

貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

カ

高
殿
神
社
随
臣
一
対
(
昭
和
四
七
年
八
月
二
五
日

町
指
定

彫
刻
)

西
明
神
の
氏
神
で
あ
る
高
殿
神
社
に
は
、
一
四
世
紀
ご
ろ
(
室
町
時
代
)
の
作
と
い

わ
れ
る
、
ヒ
ノ
木
の
一
本
造
り
で
で
き
て
い
る
二
体
の
随
臣
が
あ
る
。
高
さ
が
五
六

非
ン
、
肩
幅
四
〇
升
ソ
、
床
几
に
腰
を
か
け
た
ひ
ざ
の
幅
が
五
〇
升
ソ
の
も
の
で
あ
る
。
頭

に
烏
帽
子
を
い
た
だ
き
、
身
に
狩
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
。

向
か
っ
て
左
側
の
一
体
は
、
少
し
う
つ
む
き
か
げ
ん
で
、
両
手
は
ひ
ざ
に
置
い
て

い
る
。
右
側
の
一
体
は
、
正
面
を
向
き
、
左
手
を
ひ
ざ
か
ら
離
し
、
な
に
か
を
持
っ

て
い
る
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。
右
手
は
手
首
か
ら
先
が
欠
け
て
お
り
、
は
っ
き
り

し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
ひ
ざ
に
置
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
体
と
も
手
首
か

ら
先
は
、
差
し
込
み
で
つ
な
い
で
あ
る
。



高殿神社随臣一対

大除城主大野直昌の位牌

曽
我
部
の
軍
に
敗
れ

小
早
川
隆
景
の
勧
め

で
、
湯
葉
城
主
、
河

野
通
直
と
と
も
に
広

島
県
の
竹
原
へ
落
ち

の
び
て
い
っ
た
。
そ

こ
で
病
死
し
た
。
昭

和
二
九
年
の
秋
、
広

島
県
竹
原
の
観
音
堂
で
そ
の
位
牌
が
み
つ
か
っ
た
。

位
牌
は
そ
の
年
の
秋
一
〇
月
一
五
日
、
三
六
五
年
ぶ
り
に
、

ふ
る
さ
と
へ
帰
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
現
在
は
大
除
城
の
ふ
も
と
、
槻
ノ
沢
の
集
会
所
に
安
置
さ
れ
て
い

二
体
と
も
面
長
で
あ
る
。
左
側
の
一
体
は
眉
も
目
も
つ
り
上
が
っ
て
お
り
、
さ
び

し
い
表
情
を
し
て
い
る
が
、
右
側
の
一
体
は
眉
も
目
も
下
が
っ
て
お
り
、
お
だ
や
か

さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
二
体
と
も
口
は
堅
く
閉
じ
て
お
り
、
両
足
を
外
の
方
に
や
や
開

き
、
足
の
沓
も
左
右
に
開
い
て
い
る
。
ま
た
、
左
手
首
以
外
は
二
体
と
も
よ
く
似
て

い
る
。
腰
か
ら
下
の
衣
紋
の
カ
ー
ブ
は
直
線
的
で
あ
る
が
、
勢
い
が
あ
り
み
ご
と
で

あ
る
。
写
実
的
な
面
貌
は
、
神
像
特
有
の
緊
張
感
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。

キ

大
野
直
昌
の
位
牌
(
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
七
日

町
指
定

彫
刻
)

大
野
直
昌
は
槻
ノ
沢
に
あ
っ
た
大
除
城
最
後
の
城
主
で
あ
る
。
直
昌
は
土
佐
の
長

第
一
二
章

文

化

財

る
。

ク

俳

額

(
昭
和
五
三

年
七
月
一
三
日

町
指
定

書
跡
等
)

下
畑
野
川
河
合
の
住
吉
神
社
に
あ

る
俳
句
の
奉
額
は
、
安
永
五
年
(
一

七
七
六
)

に
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
芭

蕉
の
死
後
八
二
年
、
蕪
村
、
六
一
歳

の
と
き
の
よ
う
で
あ
る
。

大
宝
寺
に
小
倉
志
山
と
久
万
古
俳

人
た
ち
が
、
芭
蕉
の
死
後
五
〇
年
に

あ
た
る
、
寛
保
三
年
(
一
七
四
三
)
一

俳 額
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〇
月
一
二
日
に
、
追
善
供
養
の
た
め

「
霜
衣
塚
」
を
建
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

久
万
の
片
田
舎
に
ま
で
俳
句
熱
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
く
。

こ
の
奉
額
は
、
朗
寿
と
い
う
人
(
畑
野
川
の
人
と
思
わ
れ
る
)
が
、
年
賀
の
祝
い
に
奉

額
を
企
て
、
非
石
(
菅
生
山
中
興
第
四
世
の
斉
秀
和
尚
の
雅
号
)
や
地
元
の
晒
来
、
巴
扇
、

鳥
十
の
四
人
が
世
設
役
で
、
縦
五
四
光
ソ
、
横
四
㍍
の
も
の
に
、
俳
句
が
百
旬
記
載
さ

れ
て
い
る
。

松
山
、
北
条
、
重
信
、
川
内
な
ど
の
人
々
も
献
句
を
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
旬
献

納
さ
れ
た
も
の
の
な
か
か
ら
、
五
嶺
(
松
山
藩
士
で
す
ぐ
れ
た
俳
句
の
指
導
者
)
が
選
ん

だ
一
〇
〇
句
の
中
に
、
地
元
畑
ノ
川
の
人
、
九
名
の
人
の
作
品
二
九
句
が
入
っ
て
い

る
。
自
分
た
ち
の
お
宮
に
奉
納
す
る
の
だ
か
ら
頑
張
ろ
う
と
し
た
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
し
て
も
当
時
の
畑
野
川
の
文
化
の
高
さ
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

百
旬
の
中
に
風
早
(
北
条
)
の
茶
来
と
い
う
人
の
名
が
み
え
る
。
こ
の
人
は
小
林

一
茶
の
門
人
で
、
一
茶
が
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
一
月
一
三
日
、
茶
来
(
現
在
の
最
明

寺
の
住
職
で
あ
っ
た
)
を
訪
ね
て
難
波
村
(
北
条
市
の
難
波
で
、
風
早
の
一
部
)
西
明
寺
へ

来
て
い
る
。
一
茶
が
来
た
と
き
に
は
茶
采
は
、
既
に
遷
化
し
て
一
五
年
経
っ
て
お
り
、

一
茶
は
失
望
落
胆
し
て
帰
っ
て
行
っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
が
、
一
茶
の
紀
行
文
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
の
俳

額
の
程
度
が
う
か
が
え
る
と
共
に
、
畑
野
川
の
農
民
俳
諸
の
質
の
高
さ
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ケ

陣

鐘
(
昭
和
五
三
年
八
月
二
五
日

町
指
定

工
芸
)

陣
鐘
(
ど
ら
)
は
直
径
が
三
〇
非
ソ
の
青
銅
で
作
ら
れ
て
い
る
。
伝
え
に
よ
る
と
、
大

除
城
の
城
主
大
野
直
昌
が
、
戦
場
で
戦
斗
の
合
図
に
使
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。

大野直昌の陣鐘(ドラ)久万山絵図

二
五
〇

戦
陣
で
は
「
鉦
鼓
」
と
い
っ
て
、
鉦
(
ど

ら
)
は
休
戦
の
合
図
に
、
鼓
(
た
い
こ
)
は
進

軍
の
合
図
に
使
わ
れ
て
い
た
。
銅
羅
は
現
在

で
は
船
が
港
を
出
る
と
き
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ

て
い
る
が
、
あ
の
音
で
は
戦
闘
を
し
て
い
る

兵
に

「
戦
い
を
や
め
て
引
き
上
げ
て
こ
い
」

と
聞
こ
え
る
か
ど
う
か
疑
問
に
思
う
。
ま
た
、

太
鼓
も
鋼
羅
も
、
数
多
く
使
わ
な
い
と
、
散

ら
ば
っ
た
り
、
遠
く
へ
出
て
い
る
兵
に
は
伝

わ
り
に
く
か
ろ
う
と
思
う
。
騒
然
た
る
戦
場

に
、
鋼
羅
や
太
鼓
で
、
指
揮
官
の
命
令
を
伝

達
し
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
、
戦
線
が
あ
ま

り
広
く
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
し
て
も
大
野
直
昌
の
遺
品
の
一
つ
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

コ

久
万
山
絵
図
(
昭
和
五
九
年
一
〇

月
一
二
日

町
指
定

絵
画
)

久
万
山
絵
図
は
、
江
戸
時
代
(
一
六
〇
三
̃

一
八
六
七
)

の
後
期
に
、
松
山
藩
の
絵
師
遠

藤
広
美
が
、
藩
主
の
命
を
受
け
、
久
万
地
方

の
各
地
を
巡
っ
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
の
松
山
藩
絵
師
は
狩
野
派
で
占
め
ら

れ
て
い
た
。
遠
藤
広
美
は
、
大
和
絵
系
の
住



吉
派
の
絵
師
遠
藤
広
古
の
子
で
あ
る
。
伝
統
的
な
土
佐
派
の
画
法
を
基
礎
に
、
狩
野

派
の
筆
法
を
と
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
円
山
派
の
色
感
な
ど
の
新
し
い
絵
画
を
学
び

と
り
、
大
和
絵
の
形
式
的
な
美
に
加
え
て
、
独
自
の
洗
練
さ
れ
た
画
風
を
打
ち
立
て

た
人
で
あ
る
。

久
万
山
絵
図
は
三
巻
に
な
っ
て
お
り
、
幅
が
四
二
・
人
知
ソ
で
、
長
さ
は
第
一
巻
が

七
四
三
・
五
井
ン
、
第
二
巻
は
九
〇
一
升
ン
、
第
三
巻
が
九
三
一
升
ン
で
、
全
部
の
長
さ
と

な
る
と
、
二
五
七
五
・
五
井
ン
と
な
る
。

江
戸
後
期
の
科
学
的
・
実
証
精
神
が
反
映
さ
れ
た
絵
巻
物
で
あ
る
。

2

無
形
文
化
財

ア

川
瀬
歌
舞
伎
(
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
三
日

町
指
定

演
劇
)

川
瀬
歌
舞
伎
は
、
川
瀬
村
の
下
直
瀬
地
域
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
の
で
こ
の
名
が

川瀬歌舞伎

付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

直
瀕
地
域
は
古
く
か
ら
浄
瑠
璃

の
盛
ん
な
所
で
あ
っ
た
。
四
国
霊
場

巡
拝
で
巡
っ
て
来
た
人
の
中
に
、
浄

瑠
璃
の
上
手
な
人
が
い
る
と
、
幾
日

で
も
接
待
し
て
留
ま
ら
せ
、
そ
の
指

導
を
受
け
た
り
し
て
い
た
。
冬
の
農

閑
期
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
師
匠
を
雇
い
、

指
導
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

う
。
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か

古
い
記
録
は
な
い
が
、
文
化
一
二
年

(
一
八
一
五
)

に
熊
次
と
い
う
人
物

第
一
二
軍

文

化

財

が
、
白
楽
と
い
う
芸
名
で
浄
瑠
璃
を
語
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
安
政
年
間
(
一

八
五
四
̃
一
八
六
〇
)

に
は
、
家
内
安
全
と
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
地
鎮
祭
に
上
演
し

て
い
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
素
地
が
あ
っ
て
大
正
八
年
(
一
九
一
九
)
、
地
域
の
若
者
や
芝
居
の
好
き

な
人
た
ち
が
、
敷
島
会
を
組
織
し
て
浄
瑠
璃
芝
居
を
始
め
た
。
こ
の
会
の
リ
ー
ダ
1

格
で
あ
っ
た
山
内
恒
太
郎
ら
が
、
地
元
出
身
の
歌
舞
伎
俳
優
、
豊
島
屋
豊
次
郎
ら
の

指
導
を
受
け
歌
舞
伎
を
始
め
た
。
終
戦
後
は
更
生
座
と
い
っ
て
い
た
が
、
公
民
館
が

で
き
る
と
公
民
館
の
娯
楽
部
と
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

イ

万

才

(
昭
和
五
四
年
四
月
一
七
日

町
指
定

万
才
)

上
浮
穴
郡
に
万
才
が
入
っ
て
き
た
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る
。
松
山
城
主
久
松
侯

が
、
三
河
か
ら
伊
予
へ
お
国
が
え
の
と
き
、
三
河
の

「
喜
八
」

と
い
う
太
夫
を
連

れ
て
き
た
。
こ
の
喜
八
が
、
松
山
周
辺
や
久
万
山
に
万
才
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。
久

万
山
で
は
、
美
川
村
の
大
川
地
域
と
、
久
万
の
父
野
川
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
、
「
久
万

山
万
才
」

と
称
し
た
。
こ
の
久
万
山
万
才
は
、
大
川
と
父
野
川
を
代
表
し
た
呼
び

方
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
郡
内
各
地
に
広
ま
っ
た
が
、
戦
時
中
に
す
た
れ
て
し
ま

い
、
終
戦
後
に
ぼ
つ
ぼ
つ
復
興
し
て
い
っ
た
。
久
万
町
で
は
最
も
古
い
父
野
川
万
才

と
、
最
も
盛
ん
な
上
畑
野
川
と
上
直
瀬
の
万
才
を
、
昭
和
五
四
年
四
月
一
七
日
に
無

形
文
化
財
、
万
才
と
し
て
指
定
し
、
そ
の
存
続
と
発
展
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

○

父
野
川
万
才
保
存
会

父
野
川
万
才
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
歴
史
は
、
郡
内
で
最
も
古
く
、
一

〇
余
種
類
の
踊
り
方
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
も
っ
て
、
昭
和
一
六
年
(
一
九
四
一
)
ま

で
は
、
正
月
の
月
や
農
閑
期
に
、
県
内
各
地
を
巡
業
し
て
い
た
。
戦
争
が
激
し
く
な

二
五
一
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父野川万才保存会の万才

る
と
踊
り
子
が
い
な
く
な
り
途
絶

え
て
し
ま
っ
た
。
四
七
年
に
有
志

の
手
で
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
小

中
学
生
ら
に
伝
承
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

万
才
は
、
め
で
た
い
と
き
や
、

よ
ろ
こ
び
ご
と
が
あ
る
と
き
に
舞

わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
昔
は
巡
業

以
外
に
も
、
よ
そ
か
ら
頼
ま
れ
て

出
か
け
て
い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。

現
在
は
そ
の
保
存
に
公
民
館
が
大

き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
父
野
川

地
域
を
上
げ
て
、
保
存
と
伝
承
に
努
め
て
い
る
。

○

上
畑
野
川
郷
土
芸
能
保
存
会

上
畑
野
川
の
万
才
は
、
大
正
六
年
の
春
、

温
泉
郡
へ
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
い
た
。
上
西
之

浦
の
八
塚
槙
太
郎
が
習
っ
て
帰
り
、
明
杖
、

岩
川
、
西
之
浦
で
教
え
た
の
が
始
ま
り
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
代
々
上
畑
野
川

地
域
で
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
戦
時
中
中
断

し
て
い
た
が
、
昭
和
五
一
年
一
月
か
ら
本
格

的
に
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年

の
四
月
一
日
に
は
公
民
館
を
中
心
に
保
存
会

上畑野川郷土芸能保存会の万才

も
結
成
さ
れ
た
。

○

あ
け
ぼ
の
会

あ
け
ぼ
の
会
と
い
う
の
は
、

上
直
瀬
の
万
才
保
存
会
の
名

称
で
あ
る
。

川
瀬
地
域
は
、
も
と
も
と

温
泉
郡
の
重
信
町
や
川
内
町

と
の
交
流
が
深
く
、
そ
う
し

た
方
面
か
ら
、
多
く
の
文
化

が
伝
わ
っ
て
い
る
。
万
才
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
古
く
か

ら
、
よ
ろ
こ
び
ご
と
に
舞
っ

て
い
た
。
戦
時
中
は
中
断
し

あけぼの会の万才

て
い
た
が
、
戦
後
下
畑
野
川
の
宮
城
稔
の
指
導
を
受
け
、
隆
盛
に
向
か
っ
た
。

戦
前
の
も
の
と
戦
後
の
も
の
と
で
は
、
多
少
舞
い
方
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
あ

け
ぼ
の
会
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
と
、
地
元
の
熱
意
で
、
今
ま
た
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。

り

獅

子

舞

町
内
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
獅
子
舞
は
、
相
当
古
く
か
ら
、
秋
祭
り
に
五
穀
豊

穣
を
神
々
に
感
謝
し
、
子
孫
の
無
事
長
久
と
地
域
の
繁
栄
を
祈
っ
て
舞
っ
て
い
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
獅
子
頭
を
使
う
人
が
い
な
か
っ
た
戦
時
中
を
除
い
て
は
、
途

絶
え
る
こ
と
な
く
連
綿
と
し
て
継
続
さ
れ
て
い
る
三
団
体
、
五
社
神
社
獅
子
舞
保
存

会
、
下
直
瀬
獅
子
舞
保
存
会
、
住
吉
神
社
獅
子
舞
保
存
会
を
町
の
無
形
文
化
財
と
し

て
昭
和
五
四
年
四
月
一
七
日
に
指
定
し
た
。



五社神社獅子舞保存会の獅子下直瀬の獅子舞

〇

五
社
神
社
獅
子
舞
保
存
会

五
社
神
社
は
、
上
直
瀬
の
氏
神
様
で
、

こ
の
お
宮
に
伝
わ
る
獅
子
舞
で
あ
る
。

眠
れ
る
獅
子
を
子
役
が
起
こ
し
て
始

ま
る
三
番
隻
、
勇
壮
に
舞
う
荒
獅
子
、

お
き
な
∴
∴
お
う
な

ま

翁
と
姪
が
土
地
を
耕
し
て
種
播
き
を

す
る
。
そ
れ
を
猿
が
ほ
じ
く
る
。
最
後

は

「
す
ま
し
」

で
終
わ
る
。
い
わ
ば
優

雅
な
舞
に
終
始
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な

舞
い
方
で
あ
る
。

○

下
直
瀬
獅
子
舞
保
存
会

下
直
瀬
の
氏
神
、
八
幡
神
社
に
伝
わ

る
獅
子
舞
い
で
あ
る
。
こ
こ
の
獅
子
舞

い
ぼ
子
役
が
い
な
い
。
す
べ
て
大
人
で

あ
る
。
三
番
隻
で
始
ま
り
、
勇
壮
に
舞

う
荒
獅
子
の
と
こ
ろ
で
は
、
獅
子
の

し
っ
ば
の
ほ
う
か
ら
木
製
の
大
き
な
男

根
を
ち
ら
つ
か
せ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

翁
や
姐
が
出
た
り
猿
が
出
た
り
は
他
と

同
じ
だ
が
、
最
後
が
優
雅
な

「
く
じ
ゃ

く
の
舞
い
」

と
な
っ
て
い
る
。

○

住
吉
神
社
獅
子
舞
保
存
会

下
畑
野
川
の
氏
神
、
住
吉
神
社
に
伝

下畑野川の獅子舞

わ
る
獅
子
は
大
別
し
て
三
つ
の
段
階

に
分
け
て
舞
う
。

三
番
要
の
祝
い
獅
子
は
、
背
中
に

子
役
を
乗
せ
て
出
て
来
る
。
こ
の
舞

い
の
終
わ
り
は
、
傘
を
持
っ
た
子
役

(
獅
子
の
背
に
乗
っ
て
出
て
来
た
子
役
)

に
退
治
さ
れ
て
終
わ
る
。
二
段
目
の

獅
子
は
、
獅
子
の
舞
い
の
後
に
翁
と

艦
、
そ
れ
に
猿
と
狐
で
種
播
き
や
ま

ぜ
返
し
が
入
る
。
上
直
瀬
、
下
直
瀬

は
猿
だ
け
だ
が
こ
こ
で
は
狐
が
出
て

来
る
の
が
他
と
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
く
だ
り
で
は
ヌ
キ
ミ

(
刀
を
抜
い
て
持
っ
て
い
る
)
の
子
役
二
人
が
獅
子

を
退
治
し
て
終
わ
る
。

三
段
目
の

「
神
楽
獅
子
」

は
、
勇
壮
な
舞
い
方
を
す
る
荒
ら
獅
子
で
あ
る
。
こ
れ

は
鉄
砲
を
持
っ
た
猟
師
に
退
治
さ
れ
て
終
わ
る
。
獅
子
退
治
が
一
度
も
な
い
の
は
上

直
瀬
の
獅
子
だ
け
で
あ
る
。
下
直
瀬
と
下
畑
野
川
は
、
い
ず
れ
も
最
後
は
鉄
砲
を

持
っ
た
猟
師
に
退
治
さ
れ
て
終
わ
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
獅
子
も
序
・
破
・
急
の
舞
楽
の
構
成
形
式
を
と
っ
て
る
の
が
お
も
し
ろ

ヽ

○

-
∨

第
一
二
章

文

化

財

二
五
三
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三

史

跡

1

仰

西

渠
(
昭
和
二
五
年
一
〇
月
一
〇
日

県
指
定

史
跡
)

仰
西
渠
は
元
禄
年
間
(
一
六
八
人
̃
一
七
〇
三
)
に
、
山
之
内
彦
左
衛
門
(
後
に
仰
西

と
号
し
た
)
が
、
個
人
の
財
力
と
力
で
造
っ
た
水
田
に
水
を
引
く
た
め
に
作
っ
た
用

水
路
の
こ
と
で
あ
る
。
(
仰
西
翁
に
つ
い
て
は
人
物
編
を
参
照
さ
れ
た
い
。
)

仰
西
渠
は
、
安
山
岩
の
堅
い
岩
を
玄
翁
と
石
の
み
で
こ
つ
こ
つ
と
、
砕
い
て
造
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
岩
の
上
で
火
を
焚
い
て
水
を
か
け
、
砕
く
と
い
う
よ

う
な
工
法
も
と
っ
た
で
あ
ろ
う
。

暗
渠
(
水
を
通
す
隠
遁
)
部
分
が
約
三
一
㍍
、
明
渠
(
隣
道
で
な
い
水
路
)
部
分
が
約

四
三
㍍
、
両
方
で
約
五
六
㍍
の
用
水
路
で
あ
る
。
こ
の
用
水
路
の
お
か
げ
で
大
字
入

仰西渠の暗渠出口

野
地
域
の
水
田
約
一
四
、
五
㌶
と
大

字
久
万
町
の
水
田
約
二
、
三
㌶
、

合
計
二
五
、
八
㌶
の
水
田
に
水
が
注

が
れ
、
豊
か
な
稲
が
稔
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
も
入
野
に
残

る
仰
西
田
(
仰
西
の
所
有
し
て
い
た
水

田
)
四
六
,
岬
は
、
い
か
な
る
早
天
に

も
、
水
が
不
足
す
る
こ
と
は
な
い
と

い
う
。

久
万
川
の
水
を
引
く
た
め
に
用
水

路
を
作
る
に
あ
た
り
、
仰
西
翁
は
掘

り
砕
い
た
石
く
ず
と
、
米
一
升
の

仰西渠の明渠

二
五
四

量
換
え
で
あ
っ
た
と
い
う
。
堅
い

安
山
岩
の
こ
と
だ
か
ら
、
石
く
ず
一

升
(
一
、
八
㍑
)
分
を
作
る
の
に
、
半

日
も
か
か
っ
た
と
い
う
。
石
く
ず
一

升
と
米
一
升
の
量
り
換
え
で
、
三
年

と
い
う
歳
月
を
費
や
し
て
造
ら
れ
た

も
の
だ
と
い
う
。
い
か
に
難
工
事
で

あ
っ
た
か
が
し
の
ば
れ
る
。

2

幽
谷
上
人
入
定
の
地

下
畑
野
川
の
上
田
と
い
う
集
落
に
、

幽
谷
上
人
と
呼
ば
れ
て
い
た
お
上
人

様
が
、
入
定
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
所

が
あ
る
。

幽
谷
上
人
と
い
う
人
は
、
伊
予
郡
松
前
町
に
生
ま
れ
、
宇
和
島
の
伊
方
に
あ
る
阿

弥
陀
寺
で
、
浄
土
宗
の
修
行
を
つ
み
、
こ
の
地
に
来
て
阿
弥
陀
寺
を
建
立
し
、
人
々

を
導
き
、
浄
土
宗
を
布
教
し
た
上
人
で
あ
る
。

当
時
の
上
畑
野
川
村
と
下
畑
野
川
村
に
は
、
禅
宗
の
お
寺
で
定
徳
寺
と
定
禅
寺
、

そ
れ
に
善
通
寺
の
三
か
寺
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
浄
土
教
を
説
き
、
寛
永
四
年
(
一

六
二
七
)
に
阿
弥
陀
寺
を
建
立
し
た
。

寛
永
八
年
(
一
六
三
一
)

二
月
二
日
、
自
ら
阿
弥
陀
寺
の
奥
の
院
の
地
下
を
掘

り
、
そ
の
中
で
入
定
し
た
。
檀
信
徒
は
二
一
日
間
、
毎
日
地
の
底
の
よ
う
な
所
で
、

上
人
が
た
た
く
鐘
の
音
を
聞
い
た
と
い
う
。
入
定
後
奥
の
院
は
「
お
霊
屋
」
と
い
っ

て
尊
崇
さ
れ
、
裸
足
参
り
以
外
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。



幽谷上人入定の地

そ
の
後
は
無
住
と
な
り
、
荒
れ
る
に

ま
か
せ
て
い
た
の
で
、
大
正
一
五
年

(
一
九
二
六
)
に
建
物
を
取
り
こ
わ
し
、

そ
の
跡
に
阿
弥
陀
如
来
の
仏
像
を
安
置

す
る
小
さ
い
お
堂
を
建
て
、
今
日
に

至
っ
て
い
る
。

四

名

勝

地

古

岩

屋

(
昭
和
一
九
年
一

つ
、
不
動
岳
の
中
腹
の
大
穴

に
、
古
く
か
ら
不
動
明
王
が

祀
ら
れ
て
い
た
。
風
雪
に
さ

ら
さ
れ
老
朽
化
し
て
な
く

な
っ
て
い
た
が
、
昭
和
五
〇

古岩屋の奇岩峰

一
月
七
日

国
指
定

名
勝
)

久
万
町
の
中
心
街
よ
り
、
県
道
を
東

へ
約
一
五
㌔
ほ
ど
行
っ
た
所
に
あ
る
。

こ
の
附
近
一
帯
は
、
第
三
紀
層
が
よ

く
発
達
し
、
円
錐
状
の
礫
岩
峰
が
数

十
座
並
立
し
て
い
る
。
高
さ
は
、
い
ず

れ
も
約
三
〇
̃
四
〇
㍍
あ
る
。
青
空
に

そ
び
え
立
つ
雄
大
な
姿
は
、
太
古
の
自

然
の
神
秘
と
、
そ
れ
が
お
り
な
す
芸
術

の
偉
大
さ
を
し
の
ば
せ
て
く
れ
る
。

岩
肌
に
は
、
イ
ワ
ヒ
バ
、
イ
ワ
レ
ン

ゲ
、
セ
ッ
コ
ク
、
シ
ノ
ブ
、
イ
ワ
ギ
リ

ソ
ウ
、
ツ
タ
な
ど
が
着
生
し
て
い
る
。

渓
流
ぞ
い
に
並
立
す
る
礫
岩
峰
の
一

国民宿舎古岩屋荘

年
三
月
に
、
住
吉
神
社
の
カ

ヤ
の
木
を
使
っ
て
佐
竹
英
一

が
彫
っ
た
不
動
明
王
が
安
置
さ
れ
た
。

昭
和
四
九
年
一
二
月
に
は
、
「
国

民
宿
舎
、
古
岩
屋
荘
」

が
落
成
し
た
。

そ
び
え
立
つ
巨
岩
に
和
す
る
春
の

桜
、
新
緑
、
夏
の
清
涼
、
秋
を
彩
る

紅
葉
、
冬
の
雪
景
色
と
、
四
季
お
り

お
り
に
描
き
出
す
絵
巻
物
は
、
見
る

人
を
し
て
し
ば
し
足
を
と
ど
め
さ
せ

る
。昭

和
三
九
年
三
月
二
一
日
に
は
、

四
国
カ
ル
ス
ト
県
立
自
然
公
園
の
一

角
と
し
て
、
愛
媛
県
か
ら
の
指
定
も

受
け
て
い
る
。

2

曹

生

山

(
昭
和
四
三
年
三
月
八
日

県
指
定

名
勝
)

第
一
二
章

文

化

財

昔
、
一
人
の
狩
人
が
、
ス
ゲ
の
生
い
茂
っ
た
山
中
で
、
夜
中
に
草
む
ら
の
中
で
光

り
輝
い
て
い
る
物
体
を
発
見
し
た
。
近
づ
い
て
よ
く
見
る
と
、
十
一
両
観
音
の
尊
像

二
五
五
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で
あ
る
。
そ
こ
で
狩

人
を
や
め
、
堂
を
建

て
、
こ
の
十
一
面
観

音
を
肥
っ
た
。
こ
の

年
が
大
宝
元
年
(
七

〇
一
)

で
あ
っ
た
と

い
う
。
あ
た
り
一
面

に
ス
ゲ
が
生
い
茂
っ

大 宝 寺

て
い
た
の
で
、
お
山
全
体
を

「
菅
生

山
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
堂
を
建

て
た
年
が
大
宝
元
年
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
「
大
宝
寺
」

と
名
づ
け
ら
れ

た
。

こ
の
よ
う
に
古
い
お
寺
で
あ
る
が
、

仁
平
二
年
(
一
一
五
二
)
と
明
治
七
年

(
一
八
七
四
)
四
月
の
大
火
災
で
堂
塔

や
記
録
の
す
べ
て
が
焼
失
し
て
し

ま
っ
た
。
大
正
か
ら
現
在
に
至
る
ま

で
の
間
に
、
本
堂
を
は
じ
め
、
大
師

く

り

し
ょ
え
ノ
ろ
え
ノ

堂
、
庫
裡
、
鐘
楼
、
山
門
、
仁
王

門
、
客
殿
と
、
講
堂
が
復
興
さ
れ
、
四
国
四
十
四
番
の
札
所
の
偉
容
が
整
っ
て
き
た
。

県
が
指
定
し
た
名
勝
地
と
し
て
は
、
こ
の
お
寺
を
中
心
に
、
境
内
地
八
㌶
に
及
ぶ

も
の
で
あ
る
。

二
五
六

名
勝
地
と
し
て
の
最
大
の
魅
力
は
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
巨
樹
の
立
ち
並
ぶ
樹
叢
が

か
も
し
出
す
、
独
特
の
神
秘
さ
に
あ
る
。
そ
の
幽
玄
・
静
寂
の
気
は
、
俗
世
間
を
離

れ
た
別
天
地
で
、
訪
れ
る
人
を
清
浄
な
ら
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
不
思
議
さ
を
も
っ

て
い
る
。

境
内
に
は
、
胸
高
数
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
ほ
か
、
シ
ュ
ロ
ソ
ウ
、

ユ
ウ
ス
ゲ
、
ツ
リ
フ
ネ
ソ
ウ
、
オ
モ
ゴ
ザ
サ
、
ユ
ゾ
エ
ノ
キ
な
ど
の
、
珍
し
い
植
物

が
自
生
し
て
い
る
。
本
堂
下
の
イ
チ
ョ
ウ
の
木
に
は
、
ム
サ
サ
ビ
が
住
み
つ
い
て
い

る
。ま

た
、
小
倉
恵
山
が
建
立
し
た
霜
夜
塚
(
寛
保
二
年
二
七
四
二
)
に
は
じ
ま
り
、
文

学
的
に
も
、
そ
の
価
値
は
高
い
。

藤

原

為

頼

○
朝
な
ぎ
に
漕
ぎ
出
て
見
れ
ば
伊
予
路
な
る
菅
生
の
山
に
雲
の
か
か
れ
る

読
み
人
し
ら
ず

○
春
雨
に
ぬ
れ
つ
つ
こ
ゆ
る
菅
の
山
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
名
の
み
は
か
り
ぬ

僧

正

了

恕

○
世
に
は
ま
た
か
か
る
み
や
ま
も
有
明
の
月
の
雲
ま
に
な
く
ほ
と
と
ぎ
す

芭

蕉

作
(
霜
夜
塚
の
句
)

○
薬
の
む

さ
ら
で
も
霜
の

枕
か
な

小

倉

恵

山

○
も
と
ど
り
に

か
え
て
霜
夜
の

塚
供
養

高

群

逸

枝

○
き
て
み
れ
ば
野
分
さ
み
し
う
ふ
き
居
り
て
垣
根
の
黄
菊
い
ま
さ
か
り
な
り

種

田

山

頭

火

○
朝
ま
い
り
は

わ
た
く
し
一
人
の

銀
沓
ち
り
し
く



五

記

念

物

1

伊
予
だ
け
自
生
地

(
昭
和
二

四
年
九
月
一
七
日

県
指
定
天

然
記
念
物
)

伊
予
だ
け
の
自
生
地
は
、
露
峰
の

乙
一
二
一
五
番
地
で
、
通
称
イ
ヨ
ス

山
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。

面
積
六
六
岬
に
生
え
る
イ
ヨ
ダ
ケ

は
、
茎
が
直
径
二
、
、
、
り
程
度
で
真
す

ぐ
に
伸
び
、
高
さ
は
二
㍍
に
も
達
す

る
細
長
い
竹
で
あ
る
。
平
安
時
代
に

伊予だけ自生地

住吉神社櫨(カヤ)の樹叢

こうや槙(マキ)

書
か
れ
た

「
源
氏
物
語
」

や

「
枕
草
子
」

に
も

「
イ
ヨ
ス
ダ
レ
」

で
出
て
く
る
。

2

栖
(
カ
ヤ
)

の
樹
叢
(
昭
和
五
四
年
三
月
二
〇
日

県
指
定
天
然
記
念
物
)

下
畑
野
川
の
河
合
に
あ
る
住
吉
神
社
の
境
内
に
、
カ
ヤ
の
群
生
が
あ
る
。
ス
ギ
や

ケ
ヤ
キ
に
混
ざ
っ
て
二
十
教
本
の
カ
ヤ
の
大
木
。
自
生
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
胸
高
周
囲
が
、
四
㍍
に
達
す
る
も
の
も
あ
り
、
三
㍍
級
も
教
本
あ
る
。

樹
齢
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
四
〇
〇
年
ぐ
ら
い
は
経
っ
て
い
る
よ
う
な
老
木
で
あ

る
。
こ
の
中
の
一
本
は
、
古
岩
屋
の
不
動
明
王
に
変
身
し
て
い
る
。

3

こ
う
や
槙
(
昭
和
五
九
年
一
月
一
〇
日

県
指
定

天
然
記
念
物
)

東
明
神
の
樅
ノ
木
に
樹
齢
お
よ
そ
五
〇
〇
年
の
目
通
り
の
ま
わ
り
が
約
五
㍍
、
高

さ
約
三
〇
㍍
の
マ
キ
の
木
が
あ
る
。

こ
の
マ
キ
の
木
の
由
来
は
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
古
老
の
話
で
は
享
禄

第
一
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軍
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四
年
(
一
五
三
一
)
八
月
一
三

日
、
四
七
歳
で
亡
く
な
っ
た

山
之
内
鶉
鷹
正
が
、
早
く

か
ら
こ
の
地
に
住
み
、
植
え

た
も
の
だ
と
い
う
。

約
五
〇
〇
年
の
間
、
三
坂

峠
を
行
き
来
す
る
旅
人
を
見

こうや槙(マキ)

続
け
、
樅
の
木
は
人
々
の
生
活
と
歴
史
を
見
続
け
て
き
た
生
き
証
人
。
だ
が
、
そ
の

歴
史
を
内
に
し
ま
い
込
ん
で
、
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。

4

伊

吹

(
昭
和
五
三
年
七
月
一
三
日

町
指
定

天
然
記
念
物
)

上
直
瀬
の
中
組
に
樹
齢
お
よ
そ
四
〇
〇
年
と
思
わ
れ
る
伊
吹
(
ビ
ヤ
ク
シ
ン
)
が

二
五
七
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あ
る
。

根
回
り
三
、
五
㍍
、
直
径
一
・
一
㍍
、

高
さ
約
七
・
四
㍍
ほ
ど
の
大
木
で
あ
る
。

伊
吹
で
こ
れ
ほ
ど
の
大
木
は
珍
し
い
。

現
在
の
も
の
は
二
又
に
分
か
れ
て
い
る

が
、
も
と
は
一
株
で
あ
っ
た
と
い
う
。

法
華
経
塚
の
石
囲
い
の
中
に
あ
る
こ

と
か
ら
、
法
華
経
塚
が
作
ら
れ
た
と
き

に
、
植
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

5

桂
(
昭
和
五
三
年
七
月
一
三
日

町
指
定

天
然
記
念
物
)

か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

6

ミ

ズ

メ

(
昭
和
五
九
年
一
〇
月
一

一
日

町
指
定

天
然
記
念
物
)

入
野
の
大
成
ル
東

山
の
林
に
、
県
内
で

も
珍
し
い
ミ
ズ
メ
の

大
木
が
あ
る
。

目
通
り
の
ま
わ
り

が
二
・
八
八
㍍
、
高

さ
約
二
〇
㍍
で
あ
る
。

普
通
の
山
の
樹
木
は
、

露
峰
の
通
称
ジ
ヨ
シ
と
呼
ば
れ
る
。

人
家
か
ら
か
な
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に

「
厄
よ
げ
の
カ
ツ
ラ
」

と
呼
ば
れ
る
木
が
あ
る
。

周
囲
五
・
二
㍍
、
高
さ
約
三
〇
㍍
、
樹
齢
約
三
〇
〇
年
と
推
定
さ
れ
る
。
根
も
と

は
大
き
な
一
株
だ
が
、
途
中
か
ら
三
つ
の
又
に
な
っ
て
い
る
。

昔
、
神
も
仏
も
救
う
こ
と
の
で
き
な
い
大
厄
を
、
こ
の
木
が
救
っ
て
く
れ
る
と
い

直
径
が
七
̃
八
〇
升
ン
に
も
な
れ
ば
大
木
だ
が
、

来
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

了

枝

垂

桜
(
昭
和
五
九
年
一
〇
月
一

こ
の
木
は
九
〇
琵
ン
も
あ
る
。
木
の
由

一
日

町
指
定

天
然
記
念
物
)

う
の
で
、
厄
よ
げ
の
カ
ツ
ラ

の
名
が
つ
い
た
と
い
わ
れ
る
。

特
に
女
性
の
三
三
歳
の
厄
よ

げ
に
は
、
効
能
が
大
き
か
っ

た
と
い
う
。
人
知
れ
ず
、

そ
っ
と
お
参
り
に
来
て
、
厄

よ
げ
を
祈
願
す
る
人
も
多

霧
降
の
法
蓮
寺
の

境
内
に
、
樹
齢
お
よ

そ
一
二
〇
年
と
い
わ

れ
る
枝
垂
桜
が
あ
る
。

目
通
り
の
周
わ
り
二

㍍
、
高
さ
八
㍍
ほ
ど

の
も
の
で
あ
る
。

木
の
由
来
は
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
普
通
桜
の
寿
命
は
八
〇
年
程
度
と
い
う
。
そ
れ
が
、

一
二
〇
年
も
、

な
ん
の
手
当
て
も
し
な
い
で
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
枝
垂
と
な
る
と
、



も
っ
と
寿
命
が
短
い
ら
し
い
。
近
在
で
は
目
に
か
か
り
に
く
い
木
で
あ
る
。

8

シ

ラ
カ

シ

(
昭
和
五
九
年
一
〇
月
一
一
日

町
指
定

天
然
記
念
物
)

霧
降
の
大
元
八
幡

神
社
の
境
内
で
、
川

端
に
近
い
所
に
シ
ラ

カ
シ
の
大
木
が
あ
る
。

目
通
り
の
ま
わ
り
が

四
・
一
㍍
、
高
さ
約

一
六
㍍
、
木
の
由
来

は
不
明
。
喜
多
郡
や

シ ラ カ シ

東
宇
和
郡
等
に
あ
る
も
の
と
同
じ
時
期
の
よ
う
で
あ
る
。

1 

0

コ

ナ

ラ

(
昭
和
五
九
年
一

〇
月
一
一
日

町
指
定

天
然
記

念
物
)

霧
降
の
広
瀬
と
い
う
所
に
、
県
内
で

も
最
大
級
と
い
わ
れ
る
コ
ナ
ラ
の
樹
が

あ
る
。

目
通
り
の
ま
わ
り
が
三
・
〇
五
㍍
、

高
さ
一
二
㍍
、
樹
齢
約
一
五
〇
年
と
推

定
さ
れ
る
大
木
で
あ
る
。

老
木
の
元
日
に
は
籠
王
大
権
現
が
肥

ら
れ
て
お
り
、
昔
、
早
祓
の
と
き
に
は
、

コ ナ ラ

やぶ椿(ツバキ)

9

や

〇
月
一

念
物
)

ぶ

椿

(
昭
和
五
九
年
一

一
日

町
指
定

天
然
記

露
峰
の
大
元
八
幡
神
社
の
境
内
に
、

大
き
な
や
ぶ
椿
が
あ
る
。

目
通
り
の
ま
わ
り
が
一
・
六
二
㍍
、

高
さ
は
七
㍍
も
の
大
木
で
、
樹
齢
お
よ

そ
二
〇
〇
年
と
推
定
さ
れ
る
。

木
の
由
来
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

近
在
で
も
あ
ま
り
見
か
け
な
い
大
木
で

あ
る
。
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西
ノ
川
と
橋
詰
地
域
の
人
々
が
こ
こ
に

集
ま
り
、
雨
乞
い
を
し
て
い
た
と
い
う
。
今
で
も
、
コ
ナ
ラ
附
近
の
田
を
耕
す
と
、

必
ず
雨
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

六

未
指
定
の
も
の

以
上
の
ほ
か
に
、
現
在
は
指
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

保
有
す
る
価
値
の
あ
る
も
の
が
相
当
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
早
く
指
定
し
、
保
存
の
方

策
を
と
ら
な
い
と
、
跡
か
た
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
、
な
き
に
し
も
あ
ら
ず

で
あ
る
。
以
下
そ
の
二
、
三
に
触
れ
て
お
く
。

○

霜

夜

塚

霜
夜
塚
は
、
寛
保
三
年
(
一
七
四
三
)
一
〇
月
一
二
日
、
芭
蕉
の
五
〇
回
忌
を
記
念

し
て
建
立
さ
れ
た
。

二
五
九
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芭 蕉 塚

川
端
五
雲
の
指
導

を
受
け
、
俳
人
と
し

て
名
を
な
し
て
い
た

小
倉
恵
山
が
、
当
時

菅
生
山
の
方
丈
で

あ
っ
た
斉
秀
和
尚
や

久
万
山
の
俳
句
を
た

し
な
む
人
々
と
図
っ

て
、
菅
生
山
に
建
立
さ
れ
た
。

菅
生
山
の
明
治
の
大
火
で
、
そ
の
存
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
藤

井
周
一
が
久
万
町
の
有
志
に
呼
び
か
け
て
、
昭
和
七
年
(
一
九
三
二
)
八
月
八
日
、
現

二
六
〇

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
間
四
方
の
小
さ
な
お
堂
だ
が
、
こ
の
中
に
嘉
永
二
年
(
一

八
四
九
)

に
、
竹
内
旦
泉
ら
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
俳
額
が
あ
る
。
約
一
間
の
長
さ

の
も
の
に
五
〇
の
俳
句
が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
既
に
二
五
は
な
く

な
っ
て
い
る
。

○

上
畑
野
川
金
刀
比
羅
宮
の
俳
額

金
刀
比
羅
宮
に
は
三
つ
の
俳
額
が
あ
る
。
拝
殿
の
正
面
と
左
右
に
掛
け
て
あ
る
。

向
か
っ
て
右
側
の
も
の
は
、
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
に
、
耕
月
亭
相
原
如
江
が
操
を

し
た
も
の
で
あ
る
。
正
面
の
は
、
安
政
三
年
(
一
八
五
六
)
に
、
梅
酒
庵
篤
居
が
撰
を

し
た
も
の
で
あ
る
。
向
か
っ
て
左
側
の
は
、
桂
邁
舎
羅
翁
が
接
を
し
て
い
る
が
、
い

つ
ご
ろ
奉
納
さ
れ
た
も
の
か
は
、
そ
れ
を
書
い
た
部
分
の
板
が
な
い
の
で
不
明
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
畑
野
川
農
民
俳
句
の
質
の
高
さ
を
示
す
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

在
地
に
復
興
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
と
き
、
文
字
も
ほ
と
ん
ど
消
え
て

い
た
が
、
今
村
完
道
住
職
が
墨
直
し

を
し
て
い
る
。
句
碑
の
文
字
は
、
恵

山
が
書
い
た
も
の
か
、
斉
秀
和
尚
が

書
い
た
も
の
か
、
こ
の
あ
た
り
の
こ

と
は
わ
か
ら
な
い
。
再
び
そ
の
存
在

が
不
明
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

し
た
い
。○

森
田
大
師
堂
の
俳
額

二
名
の
森
田
に
あ
る
大
師
堂
は
、

四
国
巡
拝
の
礼
者
が
休
息
に
使
っ
て

森田の大師堂の俳額

ま
た
、
こ
れ
に
伴
う
古
文
書
類
も
、

畑
野
川
抱
域
の
旧
家
に
相
当
あ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

○

掘
り
出
し
観
音

昭
和
九
年
(
一
九
三
四
)
五
月
七
日

に
、
菅
生
の
山
の
中
か
ら
掘
り
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
座
高
七
井
ン
̃
一

〇
非
ン
の
青
銅
メ
ッ
キ
の
金
仏
像
人
体

で
あ
る
。

上
野
尻
の
石
田
ソ
ヨ
が
、
観
音
様

の
お
つ
げ
を
受
け
、
大
宝
寺
に
連
絡

し
て
掘
り
出
さ
れ
た
も
の
で
、
京
都

掘り出し観音



博
物
館
の
鑑
定
に
よ
る
と
、
約
八
〇
〇
年
以
前
(
平
安
後
期
一
一
七
一
)

の
も
の
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

観
音
像
は
、
約
二
〇
平
方
非
ン
、
厚
さ
一
㌢
ほ
ど
の
平
た
い
石
、
一
〇
〇
個
に
法
華

経
を
書
き
つ
け
た
も
の
で
覆
わ
れ
て
い
た
。
大
き
な
仏
像
で
は
な
く
て
も
、
貴
重
な

も
の
だ
と
思
う
。

○

大
宝
寺
の
勅
額

後
白
河
法
皇
の
病
気
平
癒
の
祈
願
を
し
た
か
ど
で
、
後
白
河
法
皇
直
筆
の
山
号
額

を
賜
わ
っ
て
い
る
。
一
一
五
八
年
ご
ろ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

○

天
然
記
念
物

山
草
の
中
に
は
、
す
で
に
絶
滅
に
近
い
も
の
も
あ
る
。
樹
木
で
も
、
土
地
開
発
の

波
に
の
ま
れ
て
、
倒
伐
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
久
万
の

長
い
歴
史
の
生
き
証
人
と
し
て
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。
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